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堺 市

●各区の地域福祉課と保健センターは、障害福祉の窓口として、いろいろな相談を受けています。手帳

の交付や手当の給付、障害福祉サービスの申請などの各種福祉制度の受付や相談を行っています。

区 名前

南区障害者基幹相談支援センター

電話：072-295-8166 FAX：072-298-0044 電話：072-251-8166 FAX：072-250-8800

北区障害者基幹相談支援センター

美原区障害者基幹相談支援センター

電話：072-361-1883 FAX：072-361-4444

電話／ FAX

堺区
地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

電話：072-228-7477  ／  FAX：072-228-7870

電話：072-238-0123  ／  FAX：072-227-1593

電話：072-270-8195  ／  FAX：072-270-8103

電話：072-270-8100  ／  FAX：072-270-8104

電話：072-287-8112  ／  FAX：072-287-8117

電話：072-287-8120  ／  FAX：072-287-8130

電話：072-275-1918  ／  FAX：072-275-1919

電話：072-271-2012  ／  FAX：072-273-3646

電話：072-290-1811  ／  FAX：072-290-1818

電話：072-293-1222  ／  FAX：072-296-2822

電話：072-258-6771  ／  FAX：072-258-6836

電話：072-258-6600  ／  FAX：072-258-6614

電話：072-341-0033  ／  FAX：072-362-0767

電話：072-362-8681  ／  FAX：072-362-8676

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

電話：072-275-8166 FAX：072-244-7777

総合相談情報センター

困ったときに相談するところ
●「障害者基幹相談支援センター」 ※委託事業

堺区障害者基幹相談支援センター

電話：072-224-8166 FAX：072-224-4400 電話：072-278-8166 FAX：072-278-4400

中区障害者基幹相談支援センター

東区障害者基幹相談支援センター

電話：072-285-6666 FAX：072-287-6767 電話：072-271-6677 FAX：072-274-7700

西区障害者基幹相談支援センター

（電話） 072－228－7818　（FAX） 072－228－8918　（メール） shosui@city.sakai.lg.jp
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●堺市では、「第５次堺市障害者計画・第７期堺市障害福祉計画・第３期堺市

障害児福祉計画」をつくりました。

●この計画は、障害のある人が、地域で自分らしく、地域の人たちといっしょ

に生活ができるように、堺市が支援やサービスをどのように進めるかを決め

たものです。

※障害者計画は、4回めの見直しです。（第5次）といいます。

　障害福祉計画は、6回めの見直しです。（第7期）といいます。

　障害児福祉計画は、2回めの見直しです。（第3期）といいます。

❶身体障害のある人

　身体障害者手帳を持っている人は、令和５（2023）年３月末で35,120人で

す。

❷知的障害のある人

　療育手帳を持っている人は、令和５（2023）年３月末で9,190人です。

❸精神障害のある人

　精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、令和５（2023）年３月末で

11,535人です。

❹指定難病のある人

　特定医療費を受け取っている人は、令和５（2023）年３月末で7,264人です。

●堺市の人口は、令和５（2023）年３月末で819,346人です。

●「第5次堺市障害者計画」は、令和6（2024）年度から令和11（2029）年度

の６年間の計画です。

●また、「第7期堺市障害福祉計画・第3期堺市障害児福祉計画」は、令和6

（2024）年度から令和8（2026）年度の３年間の計画です。
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❶障害のある人への差別や虐待をなくし、障害のある人もない人も人として大

切にされ生きていくことに取り組みます。

❷年齢にともなって変わる生活スタイルや障害特性などを気づかった、個人を

大切にしたとぎれのない支援を行います。

❸障害のある人が生活しやすいようにバリアフリー化を進め、障害のある人と

ない人が平等に社会生活を送れるように取り組みます。

地域での暮らしの支援

及び地域で暮らすため

の支援、相談支援の

充実・強化と人材の確

保・育成

●いろいろなことを自分で選んで自分で決める支援を整えます。

●施設にいる人が地域で暮らせるよう、支援体制を進めます。

●入院中の精神障害者が地域で暮らせるよう、支援体制を進めます。

●さまざまな暮らし方ができるよう、暮らしの場所を整え、確保します。

●障害のある人やその家族などへの相談支援体制やネットワークを整

え、強化します。

●地域での暮らしを支える人材を確保し、育てます。

●災害が起きたときに障害のある人の安全を守ります。また、犯罪に巻

き込まれないように手助けをします。

就労支援の充実、地

域での活動などへの参

加の促し、障害の理解

への働きかけ

●障害のある人が働くことができるように、企業などへ働きかけたりす

るなど総合的に支援をします。

●障害のある人が安心して働きはじめて働き続けることができるように

支援します。

●障害の特徴に応じた働き方への支援を進めます。

●障害のある人の地域活動などへの参加を進めます。

●障害のある人の文化・芸術やスポーツなどの活動を進めます。

●障害のある人と一緒になって、障害の理解への働きかけを進めます。

ライフステージを通じ

たとぎれのない支援、

分野を超えた特定の枠

組みにとらわれない連

携による支援

●障害のある人やその家族などへの支援と、障害の早期発見・早期支

援を進めます。

●医療的ケアを必要とする人への支援を充実します。

●強度行動障害のある人へ支援する体制を進めます。

●発達障害のある人・高次脳機能障害のある人への支援を充実します。

●難病に関係する保健・医療などとの連携による支援を進めます。

●精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。

5 基本方針

6 第５次堺市障害者計画

●障害者が生活・人生を大切にされ、必要なサービスや支援などを選ぶこと

ができ、住み慣れた地域の中で安心して、自らの意思のもと、自分らしく多

様な暮らし方ができる共生社会をめざします。

●障害への理解と認識、障害者それぞれの個性と人格を大切にする人権意識

が社会全体にいきわたり、障害のある・なしや程度、種別にかかわらず、すべ

ての人が主体的に、地域の中で安心して暮らすことができる共生社会をめざ

します。

●障害のある・なしや程度、種別にかかわらず、すべての人が支え合い、と

もに暮らし、そして一緒につくる地域の中で、障害者が安心して、それぞれ

の個性や能力を発揮し、その一員として生きがいをもって心豊かに暮らすこ

とができる共生社会をめざします。

障害者が住み慣れた地域で、安心して、主体的に、
 心豊かに暮らせる共生社会の実現
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❶障害のある人への差別や虐待をなくし、障害のある人もない人も人として大

切にされ生きていくことに取り組みます。

❷年齢にともなって変わる生活スタイルや障害特性などを気づかった、個人を

大切にしたとぎれのない支援を行います。

❸障害のある人が生活しやすいようにバリアフリー化を進め、障害のある人と

ない人が平等に社会生活を送れるように取り組みます。

地域での暮らしの支援

及び地域で暮らすため

の支援、相談支援の

充実・強化と人材の確

保・育成

●いろいろなことを自分で選んで自分で決める支援を整えます。

●施設にいる人が地域で暮らせるよう、支援体制を進めます。

●入院中の精神障害者が地域で暮らせるよう、支援体制を進めます。

●さまざまな暮らし方ができるよう、暮らしの場所を整え、確保します。

●障害のある人やその家族などへの相談支援体制やネットワークを整

え、強化します。

●地域での暮らしを支える人材を確保し、育てます。

●災害が起きたときに障害のある人の安全を守ります。また、犯罪に巻

き込まれないように手助けをします。

就労支援の充実、地

域での活動などへの参

加の促し、障害の理解

への働きかけ

●障害のある人が働くことができるように、企業などへ働きかけたりす

るなど総合的に支援をします。

●障害のある人が安心して働きはじめて働き続けることができるように

支援します。

●障害の特徴に応じた働き方への支援を進めます。

●障害のある人の地域活動などへの参加を進めます。

●障害のある人の文化・芸術やスポーツなどの活動を進めます。

●障害のある人と一緒になって、障害の理解への働きかけを進めます。

ライフステージを通じ

たとぎれのない支援、

分野を超えた特定の枠

組みにとらわれない連

携による支援

●障害のある人やその家族などへの支援と、障害の早期発見・早期支

援を進めます。

●医療的ケアを必要とする人への支援を充実します。

●強度行動障害のある人へ支援する体制を進めます。

●発達障害のある人・高次脳機能障害のある人への支援を充実します。

●難病に関係する保健・医療などとの連携による支援を進めます。

●精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。

5 基本方針

6 第５次堺市障害者計画

●障害者が生活・人生を大切にされ、必要なサービスや支援などを選ぶこと

ができ、住み慣れた地域の中で安心して、自らの意思のもと、自分らしく多

様な暮らし方ができる共生社会をめざします。

●障害への理解と認識、障害者それぞれの個性と人格を大切にする人権意識

が社会全体にいきわたり、障害のある・なしや程度、種別にかかわらず、すべ

ての人が主体的に、地域の中で安心して暮らすことができる共生社会をめざ

します。

●障害のある・なしや程度、種別にかかわらず、すべての人が支え合い、と

もに暮らし、そして一緒につくる地域の中で、障害者が安心して、それぞれ

の個性や能力を発揮し、その一員として生きがいをもって心豊かに暮らすこ

とができる共生社会をめざします。

障害者が住み慣れた地域で、安心して、主体的に、
 心豊かに暮らせる共生社会の実現

4 計画の大切なかんがえかた（基本理念）
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訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供
します。

福祉施設の入所者の地域生活への移行
を進めます

施設にいる人が地域に戻る人数 合計26人
増やす

令和6
（2024）
年に作る

8人減らす

804人

283人

14,600円

10か所

設置済

年1回以上
確認する

引き続き
進める

引き続き
進める

設置するか
話し合う

引き続き
進める

設置数：
4部会

実施回数：
24回

施設にいる人の人数

精神病床に１年以上入院している人の人数

障害のある人が地域で暮らすことを手伝う体
制

強度行動障害のある人を支える体制

福祉サービスを使って働いていた人が一般の
会社で働くことができるようになった人数

児童発達支援センターをつくったり、障害児
が地域に参加できるようにする

主に重症心身障害児が児童発達支援や放課
後デイサービスがつかえる施設

医療的ケア児を支えるための話し合いの場
所をつくる

障害児入所施設にいる児童が地域に戻るた
めの話し合いの場所をつくる

障害のある人のことを話し合う場所をつくる

障害福祉サービスなどを正しくつかいやすく
するために、必要なアドバイスや指導をする

就労継続支援Ｂ型で働いた時にもらえるお金
（工賃）

精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築を進めます

福祉施設から一般就労への移行などを
進めます

障害児支援の提供体制の整備などを進
めます

相談支援体制の充実・強化などを進め
ます

障害福祉サービスなどの質を上げるた
めの取組に関係する体制の構築を進め
ます

地域生活支援の充実を進めます

7 第７期堺市障害福祉計画・第３期堺市障害児福祉計画 8 障害のある人が利用できるサービスなど
成果目標 ●この計画では、令和9（2027）年3月までの目標をつくっています。 堺市には障害のある人や子どもが利用できるたくさんのサービスがあります。

目標 障害福祉サービス

1

2

33

4

5

6

7

目標の内容 目標値

1

日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労系サービス、療養介護、
短期入所）を提供します。

2

居住系サービス（共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援）を提供
します。

3

相談支援サービス（計画相談支援、地域相談支援、自立生活援助）を提供
します。

4

障害児通所支援・障害児相談支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援、医療的
ケア児等コーディネーターの配置）を提供します。

5

発達障害のある人を支援します。6

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築します。7
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訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供
します。

福祉施設の入所者の地域生活への移行
を進めます

施設にいる人が地域に戻る人数 合計26人
増やす

令和6
（2024）
年に作る

8人減らす

804人

283人

14,600円

10か所

設置済

年1回以上
確認する

引き続き
進める

引き続き
進める

設置するか
話し合う

引き続き
進める

設置数：
4部会

実施回数：
24回

施設にいる人の人数

精神病床に１年以上入院している人の人数

障害のある人が地域で暮らすことを手伝う体
制

強度行動障害のある人を支える体制

福祉サービスを使って働いていた人が一般の
会社で働くことができるようになった人数

児童発達支援センターをつくったり、障害児
が地域に参加できるようにする

主に重症心身障害児が児童発達支援や放課
後デイサービスがつかえる施設

医療的ケア児を支えるための話し合いの場
所をつくる

障害児入所施設にいる児童が地域に戻るた
めの話し合いの場所をつくる

障害のある人のことを話し合う場所をつくる

障害福祉サービスなどを正しくつかいやすく
するために、必要なアドバイスや指導をする

就労継続支援Ｂ型で働いた時にもらえるお金
（工賃）

精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築を進めます

福祉施設から一般就労への移行などを
進めます

障害児支援の提供体制の整備などを進
めます

相談支援体制の充実・強化などを進め
ます

障害福祉サービスなどの質を上げるた
めの取組に関係する体制の構築を進め
ます

地域生活支援の充実を進めます

7 第７期堺市障害福祉計画・第３期堺市障害児福祉計画 8 障害のある人が利用できるサービスなど
成果目標 ●この計画では、令和9（2027）年3月までの目標をつくっています。 堺市には障害のある人や子どもが利用できるたくさんのサービスがあります。

目標 障害福祉サービス

1

2

33

4

5

6

7

目標の内容 目標値

1

日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労系サービス、療養介護、
短期入所）を提供します。

2

居住系サービス（共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援）を提供
します。

3

相談支援サービス（計画相談支援、地域相談支援、自立生活援助）を提供
します。

4

障害児通所支援・障害児相談支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援、医療的
ケア児等コーディネーターの配置）を提供します。

5

発達障害のある人を支援します。6

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築します。7

相談支援体制の充実・強化のため取組を行います。8

障害福祉サービスの質を向上させるための取組を行います。9

地域生活支援事業を行います。10
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わかりやすい版
2024年（令和6年）3月

第５次 堺市障害者計画
第７期 堺市障害福祉計画

第３期 堺市障害児福祉計画
わかりや すい 版

令和６（2024）年３月

堺 市

●各区の地域福祉課と保健センターは、障害福祉の窓口として、いろいろな相談を受けています。手帳

の交付や手当の給付、障害福祉サービスの申請などの各種福祉制度の受付や相談を行っています。

区 名前

南区障害者基幹相談支援センター

電話：072-295-8166 FAX：072-298-0044 電話：072-251-8166 FAX：072-250-8800

北区障害者基幹相談支援センター

美原区障害者基幹相談支援センター

電話：072-361-1883 FAX：072-361-4444

電話／ FAX

堺区
地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

地域福祉課

保健センター

電話：072-228-7477  ／  FAX：072-228-7870

電話：072-238-0123  ／  FAX：072-227-1593

電話：072-270-8195  ／  FAX：072-270-8103

電話：072-270-8100  ／  FAX：072-270-8104

電話：072-287-8112  ／  FAX：072-287-8117

電話：072-287-8120  ／  FAX：072-287-8130

電話：072-275-1918  ／  FAX：072-275-1919

電話：072-271-2012  ／  FAX：072-273-3646

電話：072-290-1811  ／  FAX：072-290-1818

電話：072-293-1222  ／  FAX：072-296-2822

電話：072-258-6771  ／  FAX：072-258-6836

電話：072-258-6600  ／  FAX：072-258-6614

電話：072-341-0033  ／  FAX：072-362-0767

電話：072-362-8681  ／  FAX：072-362-8676

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

電話：072-275-8166 FAX：072-244-7777

総合相談情報センター

困ったときに相談するところ
●「障害者基幹相談支援センター」 ※委託事業

堺区障害者基幹相談支援センター

電話：072-224-8166 FAX：072-224-4400 電話：072-278-8166 FAX：072-278-4400

中区障害者基幹相談支援センター

東区障害者基幹相談支援センター

電話：072-285-6666 FAX：072-287-6767 電話：072-271-6677 FAX：072-274-7700

西区障害者基幹相談支援センター

（電話） 072－228－7818　（FAX） 072－228－8918　（メール） shosui@city.sakai.lg.jp
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